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東日本大震災に係る長期避難世帯の取扱いについて（その５） 

 

 

 東日本大震災により被災した被保険者又は被扶養者に係る一部負担金等の免

除及び保険料（税）の減免の取扱いについては、「長期避難世帯」に属する者

は、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等

における医療保険関係の特例措置について」（平成 23年５月２日付け保発 0502

第３号保険局長通知）及び各課発出の補助金交付要綱等（以下「関係通知等」

という。）により、一部負担金等の免除又は保険料（税）の減免を行った場合の

財政支援の対象としているところです。 

 今般、「長期避難世帯」について、宮城県から別添のとおり公示がされ、該当

区域が追加・解除されました。 

認定が解除された区域については、認定の解除後も、関係通知等で定める期

限までの間において、長期避難世帯に属する者と同等の者として、一部負担金

等及び保険料（税）の減免措置を継続した場合には、当該措置に対する国から

の財政支援の対象となります。今後新たに、他の区域の認定が解除された場合

も、同様の取扱いとします。 

これらについて、貴管下保険者及び被保険者等に対して周知いただくととも

に、貴管下保険者において、新たに認定された地域、認定が解除された地域そ

れぞれについて、適切な取扱いがなされるよう御配慮願います。 
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公 止
口

平 成 23年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害におい

て，次に掲げる区域内に居住していた者が属する世帯を被災者生活再建支援法

(平成 10年法律第 66号)第 2条第 2号ハに掲げる世帯(以下「長期避難世

帯」という o)とする。

平成 23年 10月 19日

宮城県知事村井嘉

1 長期避難世帯の所在する区域

多賀城市鶴ケ谷二丁目 19番 24号，笠神玉丁目 5番 39号及び 41号並

びに 6番 1号，八，幡二丁目 11番 40号，大代二丁目 4番 20号及び 27号，

大代四丁目 15番 10号から 19号並びに八幡字砂押の全部

2 長期避難世帯となった日

平成 23年 3月 11日



公 丘二
口

平成 23年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害におい

て，次に掲げる区域内に居住していた者が属する世帯に対する被災者生活再建

支援法(平成 10年法律第 66号)第 2条第 2号ハに掲げる世帯(以下「長期

避難世帯」という。)の認定を解除する。

平成 23年 10月 19日

宮城県知事村井嘉

1 長期避難世帯の認定を解除する区域

牡鹿郡女川町出島宇出島，出島字合ノ浜，出島字寺間，出島宇別当浜，出

島宇高森山及び出島宇垣山の全部

2 長期避難世帯の認定を解除する日

平成 23年 10月 1日
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